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自動車技術安全部からのお知らせ 全業態
法令等の改正
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令和７年４月から、車検を受けられる期間が延長されます。

年度末における車検の混雑緩和と自動車整備士の働き方の改善のため、関係法令の改正により、
車検証の有効期間満了日の「２ヶ月前」から車検が受けられることとなります。

車検の受検可能期間の拡大

【現行】
車検証の有効期限前１ヶ月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限
から２年間とすることができる。

月別の車検台数

【改正後】
車検証の有効期限前２ヶ月以内に受検すると、
新車検証の有効期限を旧車検証の有効期限
から２年間とすることができる。

【問い合わせ先】 物流・自動車局
自動車整備課 ０３－５２５３－８５９９
保障制度参事官室 ０３－５２５３－８５８２

車検は、年度末が大変混雑するため、余裕を持った受検にご協力をお願いします。
（※今年度末に限っては、過渡期のため、検査を受ける日にご注意ください（次ページ参照）。）



自動車技術安全部からのお知らせ 全業態
法令等の改正

■車検を受けられる期間の延長について

2



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

１．背景
令和４年10月に静岡県で発生した貸切バスの横転事故（死傷

者計29名）を踏まえ、二度と同様の悲惨な事故を発生させないよう、
貸切バスの安全性向上に向けた新たな対策を検討してきたところ、今
般、本対策を制度化するため、旅客自動車運送事業運輸規則
（昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。）について、
所要の改正等を実施

改正した運輸規則、パンフレットは以下URLから確認できます。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000152.html 

旅客（貸切バス）
貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正（令和5年10月公布）

法令等の改正

パンフレット抜粋
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自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

２．新制度の概要
（１）輸送の安全に係る書面及び記録の保存期間の延長等
一般貸切旅客自動車運送事業者には、運送引受書、手数料等の額を記載した書類、点呼の記録、業務記録

及び運行指示書について１年間の保存義務があるところ、当該保存期間を３年間に延長します。また、点呼の記録
については電磁的記録として保存することを義務付けます。
（２）録音及び録画による点呼記録の保存の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者に対し、点呼を行った際の状況を録音及び録画（電話点呼については、録音

のみ）して、その電磁的記録を 90日間保存することを義務付けます。
（３）アルコール検知器使用時の写真撮影の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者がアルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無について確認を行う際に、

（２）により録画をしている場合を除き、当該呼気の検査を行っている状況の写真を撮影して、その電磁的記録を
90日間保存することを義務付けます。
（４）ディジタル式運行記録計の使用の義務付け
一般貸切旅客自動車運送事業者は、その事業に使用する自動車の運行距離等を運行記録計により記録し、当

該記録を保存しなければならないところですが、本記録をディジタル式運行記録計により行い、電磁的記録として３年
間保存することを義務付けます。
（５）安全取組の公表内容の拡充
一般貸切旅客自動車運送事業者に、インターネット等で公表が義務付けられている安全取組の内容として、運転

者に対して行う安全運転の実技指導を追加します。
３．スケジュール
公布：令和５年10月10日
施行：令和６年４月１日（ただし、令和６年３月31日以前に新規登録を受けた事業用自動車に係る運行
記録計による記録については、令和７年３月31日までの間は、アナログ式運行記録計による記録でも良い。）

旅客（貸切バス）
貸切バスの安全性向上に向けた対策のための制度改正（令和5年10月公布）

法令等の改正
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旅客（貸切バス）
確実な運行管理の実施に向けた対策

法令等の改正
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ
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自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

遠隔点呼・業務後自動点呼に係る法令改正について（令和６年３月２９日）

法令等の改正

国土交通省のホームページにおいて、
各種情報が掲載されています。

本改正により、遠隔点呼等ができる場所
や設備について一部緩和されました。

・関連告示、通達、QA
・関係書類一覧、チェックリスト、参考情報
・自動点呼機器の認定機器

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
または 「運行管理高度化ワーキンググループ」 で検索願います 6

全業態



自動車交通部貨物課からのお知らせ

貨物軽自動車運送事業における事業用車両の共同使用について（令和６年３月２９日）

法令等の改正
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トラック（貨物軽）のみ



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正（令和６年10月1日）

法令等の改正

8

【背景】
近年、軽自動車による運送需要が拡大している一方、平成28年から令和４年にかけて、保有台数１万

台当たりの事業用軽自動車の死亡・重傷事故件数は、約５割増加している状況。
上記を踏まえ、令和６年５月15日に「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自

動車運送事業法の一部を改正する法律」（令和６年法律第23号）が公布され、貨物自動車運送事業
輸送安全規則（平成２年運輸省令第22号）等についても所要の改正、新制度を設けた。

【新制度の概要】
１．貨物軽自動車安全管理者の選任と講習受講の義務付け

２．業務記録の作成・保存の義務付け

貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者は除く）に対して、営業所ごとに「貨物軽自動車安全管理者」を
選任し、講習の受講を義務付けるほか、当該選任時には運輸支局等を通じて国土交通大臣への届出を行うこ
とを義務付け

貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者は除く）に対して、毎日の業務開始・終了地点や業務に従事した
距離等の記録の作成及び１年間の保存を

３．事故記録の作成・保存の義務付け
貨物軽自動車運送事業者に対して、事故が発生した場合、その概要や原因、再発防止対策等の記録の作成及
びこれらの記録の３年間の保存を義務付け

４．国土交通大臣への事故報告の義務付け

貨物軽自動車運送事業者に対して、死傷者を生じた事故等、一定規模以上の事故について、運輸支局等を通
じて国土交通大臣への報告を義務付け

５．国土交通大臣への事故報告の義務付け

貨物軽自動車運送事業者（バイク便事業者は除く）に対して、特定の運転者※への特別な指導及び適性診断
の受診を義務付けるとともに、運転者の氏名、当該運転者に対する指導及び当該運転者の適性診断の受診状
況等を記載した貨物軽自動車運転者等台帳を作成し、営業所に備え置くことを義務付け

※事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者

トラック（貨物軽）のみ



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正（令和６年10月1日）

法令等の改正
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トラック（貨物軽）のみ

○詳細は以下URLでご確認いただけます。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000172.html

国土交通省HP
「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正
について」

○中部運輸局管内において、本制度改正の説明会が開催されます。

日 時：令和７年１月１７日（金）
場 所：TKP ガーデンシティ PREMIUM 名古屋新幹線口

説 明 者：国土交通省 物流・自動車局 安全政策課 担当官
参加方法：以下URL又は二次元バーコードからお申し込みください。

なお、参加費は無料です。

バンケットホール３A（愛知県名古屋市中村区椿町１－16）

https://www.e-
toroku.jp/ticket/user/form/index?form
_id=mlit_keikamotsu

URL 二次元バーコード



自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

運行管理の一元化（令和６年４月２日）

法令等の改正

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000082.html
または 「運行管理高度化ワーキンググループ」 で検索願います

運行管理高度化ワーキンググループ（旧：運行管理高度化検討会）において、運行管理に活用可能な情報通信技術（ICT）を
活用した、運行管理における安全性の向上、労働環境の改善、人手不足の解消のための検討がなされてきたところ。
今般、同一事業者内において、運行管理業務を一の営業所に集約させ、他の営業所の管理ができるよう通達が発出。

運行管理の一元化
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全業態



自動車交通部旅客第一課からのお知らせ 旅客（貸切バス）

法令等の改正
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令和7年6月20日、過大な手数料等の取扱に関する通達を改正。

過大な手数料等により安全コストを阻害している運送取引は、道路運送法第10条の運賃の割戻しに該当。

従前は、運賃の割戻しを｢手数料率｣により判断していたが、改正後は、｢一運送に必要な安全コスト額」を下回っているかで判断。
※下限額を下回る運賃・料金を収受した場合、道路運送法第9条の２（届出運賃・料金）違反として行政処分の対象となる取扱は、 従前から
『変更なし』

｢一運送に必要な安全コスト額｣算出のため、全ての貸切バス事業者に原価報告書の提出を義務付け。

運賃の割戻しは、安全コストを割り込んで手数料等を支払っているか否
かで判断。

具体的には、下記原価報告書より報告された「届出安全コスト額」をもと
に、個別の運送における時間・距離を乗じて「一運送に必要な安全コスト
額」を算定。

契約運賃から手数料等の額を控除した結果、「一運送に必要な安全コス
ト額」を下回っている場合、運賃の割戻しの対象とする。

運賃の割戻しの基本的な考え方

原価報告書の提出

所定の様式により、毎事業年度経過後100日以内に作成。主たる事務
所を管轄する運輸支局へ提出。

未報告の場合、行政処分の対象となる。

初回の報告期限は、R7.7.9。

※従前は、原価合計額に対して安全コストが占める割合を｢個別の運送
における運賃・料金に占める手数料等の率｣が割り込んでいる場合、
運賃の割戻しの対象としていた。

※複数の運輸局ブロックに運賃・料金を届け出ている場合、ブロック毎
に報告書を作成、主たる事務所を管轄する運輸支局へ一括提出

※R7.4～6月決算の事業者は、事業年度経過後100日以内に改めて
報告書の提出が必要

過大な手数料等の取引に関する取扱いについて



自動車交通部自動車監査官からのお知らせ

法令等の改正

全業態

「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」が令和５年３月に設置され、取り組むべき抜本的・
総合的な対策として、同年６月「物流革新に向けた政策パッケージ」として取りまとめられたところ。
当該政策パッケージにおいて、悪質な事業者が利益を得るといったモラルハザードを生じさせないよう、
国の監査体制を充実させ、悪質事業者に対する監査を強力に実施するほか、飲酒運転事故対策も
求められていることから、当該政策パッケージに盛り込まれた項目等を具体化するため告示、通達等に
ついて所要の改正を実施。
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背景概要

酒酔い・酒気帯び運転に係る行政処分の強化
（トラック・バス・タクシー）

●指導監督義務違反
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、
飲酒が身体に与える影響、飲酒運転、酒気帯び
運転の禁止に係る指導が未実施

●点呼の実施違反
酒酔い・酒気帯び運行が行われた場合において、
点呼が未実施

その他運行管理に係る行政処分の強化（トラック）
●勤務時間等告示の遵守違反

旧処分量定 新処分量定

●点呼の遵守違反
旧処分量定 新処分量定

初違反 再違反

処分 100日車 200日車

初違反 再違反

処分 100日車 200日車

初違反 再違反

① 未遵守計5件以下 警告 10日車

②
未遵守計6件以上

15件以下
10日車 20日車

③ 未遵守計16件以上 20日車 40日車

初違反 再違反

① 未遵守計５件以下 警告 10日車

未遵守計6件以上②
未遵守1件当

たり2日車

未遵守1件当

たり4日車

（変更なし）

初違反 再違反

① 未遵守計19件以下 警告 10日車

②
未遵守計20件以上

49件以下
10日車 20日車

③ 未遵守計50件以上 20日車 40日車

初違反 再違反

① 未遵守計19件以下 警告 10日車

② 未遵守計20件以上
未実施1件当

たり1日車

未実施1件当

たり2日車

（変更なし）

令和６年１０月以降、自動車運送事業者に対する行政処分が厳しくなります。



法令等の改正
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自動車交通部自動車監査官からのお知らせ



法令等の改正
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自動車交通部自動車監査官からのお知らせ



法令等の改正
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自動車交通部自動車監査官からのお知らせ



自動車交通部旅客第一課からのお知らせ 旅客（貸切バス）

法令等の改正

16

過大な手数料等によって安全確保経費（安全コスト）を阻害しているか否かは、各事業者の年間の費用（原価）により判断されるため、
安全確保経費（安全コスト）は事業者ごとに算定。

過大な手数料等の取引に関する取扱いについて

【一般貸切旅客自動車運送事業者の原価報告書】
安全確保経費（安全コスト額）

その他の経費

①営業費 － ②手数料等 ＋ ③安全運行経費

④合計 － 安全確保経費（安全コスト）

総額（千円） 構成比（％）

自動車税

自動車重量税
施設賦課税

自賠責保険料

車両保険料

④合計

実績年度

費
用

①
営
業
費

人件費（基準賃金等）
人件費（基準外賃金）

燃料油脂費
車両修繕費

車両減価償却費

諸税

保険料

②手数料等
その他経費

小計

一般
管理費

人件費
その他経費

小計

営業外
費用

金融費用
その他経費

小計

適正利潤
③安全運行経費 原 価

＋

＝

※原価報告書の作成方法等については、「一般貸切旅客自動車運送事業の原価報告書作成マニュアル」参照。
※事業者の原価及び安全コスト額は、不正競争防止法に基づく営業秘密として損害賠償や罰則の対象となるおそれがあるた
め取扱には十分注意すること。



お知らせ

バス車内事故防止のための啓発動画（国土交通省YouTubeチャンネル）

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk2_000161.html

自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

乗合バスにおける事故のうち、約３割は車内事故によるものとされており、特に車内事故
による負傷者は高齢者の方が多く、高齢者の方が負傷した場合、寝たきりの生活になる
場合も確認されております。
国土交通省では、事業用自動車総合安全プラン2025において、令和７年に車内事

故を85件以下とする目標を掲げておりますが、乗客、一般ドライバー、バス運転者といった
方々に対する適切な行動の啓発のために、バス車内事故の危険性を分かりやすく紹介す
る動画を作成いたしましたので、ぜひご覧ください。

乗客の方々向け 一般ドライバーの方々向け 17

旅客（バス）



お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 旅客（バス）

【参考】令和６年に発生したバスの死亡事故
●２月１日（木）午前９時５８分頃、福島県会津若松市の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが停
留所から発進した際、当該バス停で降車した歩行者を轢いた。この事故により、当該歩行者が心肺停止となり病院
に運ばれ、その後死亡した。
当該歩行者は前扉から降車した後、ふらついてバスの左前方に転倒したところ、運転者は発進のため右側に注意を
向けていたため、歩行者に気づかず発進した模様。
●２月１３日（火）午前１０時５０分頃、広島県大竹市の国道において、同県に営業所を置く乗合バスが乗
客１５名を乗せ運行中、交差点を青信号で右折する際に、同じく青信号で横断歩道を左から右に横断中の歩行
者と衝突した。
この事故により、当該歩行者が死亡した。

本年に入り、福島県において、乗合バスが停留所を発進する際に、当該停留所で降車した歩行者と衝突し当該歩行者が死亡する
事故、また、広島県において、乗合バスが交差点を右折する際に、横断歩道を横断中の歩行者と衝突し当該歩行者が死亡する事故
が立て続けに発生。
令和５年の１年間にバス事業者が引き起こした死亡事故は、速報ベースで３件の報告があったところ、本年は既に上記２件の報告

があり、昨年１年間の報告件数に近づいていることから、大変憂慮すべき状況。

バスの安全運行の徹底について（令和６年２月１９日付国自安第１３９号）

国土交通省は、同種の事故の再発防止に努めるため、通達を発出

（１）バス車両は、「死角が大きい」ことから、直前、側方、後方など見えない部分に配慮した運転が必要であること。
特に、数多くの安全確認が必要となる停留所発進時には、ミラーや目視により、車両周囲、車内及び乗客が乗降した
のかどうかの確認を確実に実施すること。
（２）交差点右左折時には、特に横断歩道及び横断歩道付近の歩行者や自転車の動向に注意するとともに、横断
している又は横断しようとする歩行者がいる時は、横断歩道の手前で一時停止し、歩行者の通行を妨げないこと。

18



お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 旅客（タクシー）

令和５年にタクシー事業者が引き起こした交通事故は、令和４年に比べ約５００件 増加し、令和５年の死亡事故は令和４年に
比べ１．６倍増となった。令和 ６年にタクシー事業者が引き起こした死亡事故は、自動車事故報告規則に基づく報告によると令
和６年７月末時点の速報値で３３件（内、横断中の人との事故が１４件、 路上横臥中の人との事故が６件）あり、死亡事故の６
割が２１時から６時の間に発生 しています。「事業用自動車総合安全プラン２０２５」において、タクシーについては 令和７年度
までに死者数２５人以下とした目標を既に超えており、非常に憂慮すべき事態。

歩行者等を早めに発見するため、
・夜間は昼間よりも速度を落として走行するとともに前照灯の上向き・下向きの切り替えをこまめに行うこと
・見通しの悪い交差点では徐行や停止すること 等
対歩行者の事故防止について周知徹底を依頼

タクシーの安全運行の徹底について（令和６年８月２２日付国自安第５２号）

国土交通省は、同種の事故の再発防止に努めるため、通達を発出

19



お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 旅客（タクシー）
タクシーの安全運行の徹底について（令和６年８月２２日付国自安第５２号）

20

当時の状況死者数場所時刻発生日

国道において、京都府に営業所を置く個人タクシーが乗客２名を乗せて運行中、別の事
故により対向車線から投げ出されてきたオートバイの運転者が、当該個人タクシーに衝
突。

1京都府15:507月3日

法人タクシーが空車で運行中、路上に横臥していた歩行者を轢過。
この事故により、当該歩行者が死亡。

1沖縄県3:007月6日

東京都墨田区の片側３車線の都道において、東京都に営業所を置く法人タクシーが空車
で運行中、青信号で交差点を右折した際に対向車線を進行してきたオートバイと衝突。
この事故により、オートバイの運転者が死亡。

1東京都7:507月9日

国道において、同県に営業所を置く法人タクシーが乗客２名を乗せて運行中、第1車線
の道路上に仰向けに倒れていた男性に接触。
この事故により、路上横臥者が死亡。

1奈良県21:407月19日

市道において、個人タクシーが空車の運行中、自転車で横断してきた歩行者をはねた。
この事故により、自転車乗りが死亡。

1千葉県10:007月26日

県道において、同県に営業所を置く法人タクシーが空車で運行中、交差点において道路
を横断していた歩行者に気付くのが遅れ衝突。
この事故により、当該歩行者が死亡。

1福岡県0:207月27日

（参考）令和６年７月に発生したタクシーの死亡事故
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救護義務違反の防止について（令和７年９月１２日 通達発出）

中部運輸局管内において、救護義務違反を伴う事故が、令和６年に１２件発生しており、令和７年においては８月に立て続け
に計４件の同種事故が発生しました。
救護義務違反は、被害者の救助が遅れるなど事故を重大化するおそれがあることから、同種事案を防止し、被害者等の救護措置

を徹底されるよう、以下の点について運転者に対し指導方お願いします。

１．指導監督告示に基づく指導及び監督や点呼等の機会において、事故
が発生した場合の負傷者救護について、運転者が実際の事故の際に即座
に行動に移せるような徹底的な指導を行うこと。

２．指導にあたっては、医学的なデータや被害者や加害者の手記などを活
用し、直ちに救護を行わないことが、被害者を死亡や重篤な負傷に至らせ
るおそれがあることなど、その影響の大きさを自分の身に置き換え認識させる
とともに、以下の点についても理解させること。
・救護義務違反を伴う事故については、場合によっては、懲役が科せられる
等重い処分になるおそれがあること

・相手方に責任がある又は当事者間で話し合いでの解決がある場合であっ
ても、救護義務違反となる可能性があること
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救護義務違反の防止について（令和７年９月１２日 通達発出）

参考

【中部管内の救護義務違反を伴う事故の推移】
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【救護義務違反に関する法律】
■道路交通法第72条

交通事故があったときは、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救
護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
この場合において、運転者は、警察官に事故が発生した日時及び場所、
事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及
びその損壊の程度、事故に係る車両等の積載物並びに事故について講じ
た措置を報告しなければならない。

【救護義務違反にかかる罰則・処分等】
■道路交通法関係
罰則 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

（道路交通法第117条第２項）
違反の点数 35点

※運転免許が取り消され、取消日から３年間免許の取得が
できなくなる。

【カーラーの曲線】

左図は、もし負傷者が心臓停止、呼吸停止、大量出血のまま
放置された場合の経過時間と死亡率を表したもの。
心臓停止から３分間、呼吸停止から１０分間、大量出血から

３０分間が経過すると死亡率は５０％になるといわれている。特
に心臓が停止した場合には、迅速な心肺蘇生が施されないと、
あっという間に死亡してしまうことを示している。
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遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者以外の運行
管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について（令和８年３月24日 通達発出）

これまで、運行管理高度化ワーキンググループにおいて、遠隔点呼等の実施等検討がなされていた
ところです。
今般、当該ワーキンググループにおいて、遠隔点呼機器を介して情報共有が可能である自動車運

送事業者について、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者等以外の運行管理
者等から対面で確認を受けることにより、遠隔点呼を受けたものとみなすことが可能となるよる方針が
示されたことを受け、以下を認める通達が発出されました。

①点呼告示第２条第一号に規定する遠隔点呼を行う運行管理者等が、当該遠
隔点呼を受ける運転者等（当該運行管理者等と同一の営業所に属する運転者
等を除く。）に対し、遠隔点呼機器により点呼告示第５条第一号に規定する機
能を使用せず対面により点呼を行ったときは、遠隔点呼を行ったものとみなす。この
場合において、点呼告示第６条第一号、第二号及び第四号並びに同告示第７
条第十二号の規定は、適用しない。

②①による点呼を行ったときは、運輸規則第 24 条第４項及び輸送安全規則第７
条第４項に規定する「運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器」を
用いることを要しない。

関係法令については、次ページ
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遠隔点呼機器の活用により、点呼を受ける運転者等の所属する営業所の運行管理者以外の運行
管理者等から対面で点呼を受ける場合の特例について（令和８年３月24日 通達発出）
【点呼告示】

第２条 この告示において使用する用語は、運輸規則及び輸送安全規則において使用する用語の例によるほか、次
の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

１ 遠隔点呼 運輸規則及び輸送安全規則の規定に基づき、事業者が、機器を用いて、遠隔地にいる運転者等
に対して行う点呼をいう。

第６条 遠隔点呼機器を設置する施設及び環境は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
１ 遠隔点呼を行う運行管理者等が次に掲げる事項について、映像と音声の送受信により通話をすることができる

方法によって、随時明瞭に確認できる環境照度が確保されていること。
イ 運転者等の顔の表情
ロ 運転者等の全身
ハ 運転者の酒気帯びの有無
二 運転者の疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

２ なりすまし、アルコール検知器の不正使用及び第四条各号に掲げる場所以外での遠隔点呼の実施を防止する
ため、ビデオカメラその他の撮影機器により、運行管理者等が遠隔点呼を受ける運転者等の全身を遠隔点呼の
実施中に随時明瞭に確認することができること。

３ 略
４ 遠隔点呼を行う運行管理者等と遠隔点呼を受ける運転者等との対話が妨げられないようにするために必要な

通話環境が確保されていること。

第７条 事業者及び運行管理者等は、遠隔点呼を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
１２ 遠隔点呼を行う運行管理者等は、第四条第三号に掲げる場所にいる運転者等に対して遠隔点呼を行うと

きは、あらかじめ当該運転者等を選任している事業者が定めた場所で遠隔点呼を受けていることを、映像により
確認すること。



お知らせ
旅客（バス）、トラック自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ

25

冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！

大型車の冬用タイヤへの交換時期に車輪の脱落事故が増加する傾向を踏まえ、タイヤ脱着時の確
実な作業及び保守管理の徹底を呼びかける「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施し
ます。
令和４年２月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において、大型車の車輪脱落事故事例

について調査、分析を行い、同年12月に中間とりまとめを公表しました。
調査結果から、事故車両の多くにタイヤ脱着作業時のワッシャ付きホイール・ナ ットの点検、さび取り清掃や各部位への潤滑剤の塗

布、さらにはホイール・ナットが円滑に回るかの確認が不十分である等、適切なタイヤ脱着作業やタイヤ脱着作業後の増し締めが実施さ
れていないなどの問題点が確認されており、昨年度においても引き続き同様の事例が確認されています。

こうした状況を踏まえ、令和７年10月から令和８年２月にかけて「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を実施します。

【主な取組】

適切なタイヤ脱着作業や保守管理の徹底を周知
不適切な脱着作業を防ぐため、余裕を持って正しい脱着作
業を行えるよう、冬用タイヤ交換作業の平準化を推進
車輪脱落予兆検知装置について普及促進（国からの補助
を最大５万円受けることができます。）
以上３点について、降雪地域だけでなく、全国に周知啓発
活動を展開

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000345.html
「冬用タイヤ交換時には確実な作業の実施をお願いします！」国土交通省ホームページ



120件のうち、12月～２月に56％（67件）
発生と冬期に集中
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車輪脱着作業後１ヶ月以内に、車輪脱落
事故が発生したものが45％（54件）

出典：自動車事故報告規則に基づく報告及び自動車メーカーからの報告

○車輪脱落事故発生状況

41
56

67
81

112
131 123

140 142
120

1 3 2 3 4 0 5 1 2 3
0

40

80

120

160 発生件数

うち、人身事故件数

年度別の大型車の車輪脱落事故の発生件数※（過去10年間）

（年度）

※車両総重量8トン以上の自動車又は乗車定員30人以上の自動車であって、車輪を取り付ける
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自動車交通部旅客第一課からのお知らせ

一般貸切旅客自動車運送事業者が報告する毎事業年度に係る事業報
告書の記載事項に、手数料等を
○貸切バス事業者様へ

実質的な下限割れ運賃防止等の取引環境の適正化のため、手数料等に係る記載を追加。
①運送の申込者に対して交付する運送引受書の記載事項に、当該運送に係る

手数料等の額を追加（令和元年８月～）

② 毎事業年度に報告する事業報告書の記載項目に、手数料等を追加（令和２年４月～）

○乗合バス事業者様へ
中部運輸局管内で、最近次の事例の発生が散見されています。同様事例が発生しない
よう、社内管理体制の確認や運転者指導の徹底をお願いします。

①路線バスにおいて、乗客がいないため終点手前で運行中断し帰庫してしまった事例
→別紙チラシ（次のスライドをご参照ください）

②運転者が終点等で車内点検を確実に実施せず、車内に乗客を閉じ込めた事例
→猛暑・寒冷時の長時間の車内閉じ込めは、乗客へ重大な影響を及ぼす事態も考え

られます。運転者による車内点検の確実な実施、乗務後点呼時の運行管理者によ
る運転者への確認の徹底

旅客（バス）

お知らせ

○乗合・貸切共通：旅客自動車運送事業者報告情報管理・集計システムに関する案内
対応ブラウザにかかるシステム改修が行われ、現在はMicrosoft EdgeとGoogle Chromeで
利用可能となっております。 ※Internet Explorerサポート終了のため
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平成18年3月23日付け
事務連絡

「一般バス等の効率的な運行に
係る道路運送法上の取扱いに

ついて」

お知らせ（コミュニティバスの適正運行について） 旅客（バス）
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お知らせ

自動車交通部自動車監査官からのお知らせ 旅客（タクシー）
令和５年１月に実施したタクシー事業者に対する集中監査月間の結果、中部運

輸局管内３８７事業者（令和４年３月３１日現在）のうち３１事業者に対して監査を実
施し、１９事業者について法令違反を確認しました。

特に「健康診断未受診」、「適性診断未受診」、「適性診断結果に基づく特別指導
の未実施」について、多くの違反を確認しました。

引き続き適性診断や健康診断の受診及び診断結果に基づく
指導の徹底をお願いします。
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お知らせ

自動車交通部貨物課からのお知らせ

輸送の安全を確保し、持続的な物流機能を維持するため、 台風等によ
る異常気象時下における輸送の目安を定めました。（令和2年2月28日）

昨今の異常気象が多発している状況を踏まえ、雨や風等の強さに応じた車両へ与える影響を示すとともに、
輸送の安全を確保するための措置を講じる目安について、通達として定めました。
参考：全日本トラック協会ホームページ（通達やリーフレットが掲載されています）
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/anzen/anzenkakuho202003.html

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）
トラック運送業においては、トラックドライバー不足により物流が滞ることのないよう、ドライバーの労働条件の改善等を
図るため、第197回国会（臨時国会）において、議員立法により貨物自動車運送事業法の改正が行われました。

自動車交通部貨物課からのお知らせ

１．規制の適正化
① 欠格期間の延長等
② 許可の際の基準の明確化
③ 約款の認可基準の明確化

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

① 輸送の安全に係る義務の明確化
② 事業の的確な遂行のための遵守義務の新設

改
正
の
概
要

３．荷主対策の深度化
① 荷主の配慮義務の新設
② 荷主勧告制度（既存）の強化
③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

【平成３５年までの時限措置】

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【平成３５年までの時限措置】
国土交通大臣が、標準的な運賃を定め告示出来る

施行日 ： １．及び２． 令和元年１１月１日 ３． 令和元年７月１日 ４．令和元年１２月１４日 【標準的な運賃の告示日は令和２年４月２４日】

31
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整備管理者選任後研修の通知が廃止されました

今後選任後研修を受講する際は
事業者の管理の下以下①または②の時期に
計画的に受講させる必要があります
① 当該事業者において整備管理者として新たに選任した整備管理者の受講時期

・ 選任届出をした年度又はその翌年度
② 研修を受けた整備管理者の次の受講時期

・ 最後に研修を受けた年度の翌々年度（２年度ごと）

旅客自動車運送事業運輸規則
貨物自動車運送事業輸送安全規則

お知らせ

の一部改正

研修の受講は、各県の運輸支局へ申込期間中に受講申込
の上、受講していただく必要があります。
（研修実施日、申込期間等詳細については各運輸支局へお問い合わせください）

32
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お知らせ
自動車技術安全部保安・環境課からのお知らせ 全業態
整備管理者研修をオンラインで開催します。

令和７年度においては、整備管理者研修（選任後）の一部ついて、以下によりオンラインで開催します。
本研修も活用され、研修未受講とならないよう、計画的に研修を受講してください。

eラーニング研修申込フォーム及び申込手順

● スケジュール
受付期間：令和 7年10月 1日 10:00 ～ 令和 8年 2月12日 23:59
※定員に達した時点で受付終了となります。

開催期間：受付日～令和 8年 2月15日 まで

● 研修内容
・音声付きスライド（全７章）の視聴

・試問 計 ３時間程度
※試問を間違えても未受講にはなりませんが、正解するまで繰り返し回答いただく場合があります。

● 受講に必要なもの
・カメラ付きＰＣ又はスマートフォン
・本人確認書類（運転免許証又はマイナンバーカード）

● 研修修了時
・受講済証が発行されますので、ダウンロードしてください。
なお、当該受講済証は対面での研修と同等の効果を有します

● 利点
・会社や自宅など、場所を選ばず受講できます。
・最終日までに全章及び試問を終わらせれば、複数回に分けての
受講が可能です。
（例：1日目:受講開始1章～3章まで受講→中断→2日目:再開4章～７章、試問受講）

● 申込
以下アドレスからお申し込み等いただけます。
■オンライン研修サイト
https://r7-seibi-kanrishakenshu.jp

■オンライン環境マニュアル（研修に必要な機器、環境）

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/hoan/onli
ne_environment_manual.pdf

■研修システムマニュアル（ログイン方法等）
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/hoan/syste
m_manual.pdf

中部運輸局のホームページ
自動車技術安全部保安・環境課「整備管理」にも詳細を掲載しています。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/gian/gian_hoan.htm

●お問い合わせ窓口

【研修会運営事務局】

株式会社アカンパニーテクノロジーズ（国土交通省委託先）
TEL：050-1726-8071 Mail：kato@e-webinar.net 33



お知らせ
自動車技術安全部整備課からのお知らせ

34
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お知らせ
自動車技術安全部整備課からのお知らせ

整備管理者が自ら不正改造を行ったり、不正改造車と知りながら当該車両の
使用を容認した場合、整備管理者の解任命令の対象となる場合があります。 35
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お知らせ
自動車技術安全部からのお知らせ

36

令和６年１０月から、車検において「OBD検査（電子装置の検査）」追加されました。

全業態



重大事故・事件発生時はご連絡ください
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重大事故・事件発生時はご連絡ください

38



中部運輸局ホームページの
トップページの関連情報（政策情報）に
事業用自動車の事故報告関係のページに
直接リンクしたバナーを追加しました。

速報

事故報告書様式等

中部運輸局ホームページ

重大事故・事件発生時はご連絡ください

39

速報事故は、HP上の入力フォームからでも
報告できます。


